
第１回東浦町職員採用試験案内 

（2025 年中途採用・2026 年４月１日採用） 

【事務職・技術職・保健師・保育士（カムバック採用）】 

 

１ 職種、採用予定人員等 

職 種 
採用予定

人 員 
受 験 資 格 

事務職 

技術職 

保健師 

保育士 

（カムバック採用） 

若干名 

1975 年４月２日以降に生まれた方で、東浦町職員として

実務経験（会計年度任用職員、非常勤職員、任期付職員は

除く。）が５年以上あり、結婚・出産・育児・介護などの

事情により東浦町職員を退職した方 

※職種は原則として採用時の職種で採用します 

※地方公務員法第１６条に定められている欠落条項に該当する人は、受験できません。 

※日本国籍を有しない方も受験できますが、採用後任用される職に制限があります。 

 詳しくは、「10 日本国籍を有しない人の採用後の配置等について」をご覧ください。 

 

※次の実務経験の期間は除きます 

・地方公務員法第３条第３項の規定による特別職の職員 

・地方公務員法第２２条の２の規定による会計年度任用職員 

・地方公務員法第２２条の３第１項の規定による臨時的任用職員 

・地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定による任期付職員及び臨時的任用職員 

・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条各項の規定による任期付職員 

 

 

２ 受験申込手続 

申
込
方
法 

 

６月９日（月）から６月１３日（金）午後５時までの期間中にインターネ

ット（ホームページ）より申し込みを完了させてください。 

※写真は上半身、脱帽、６カ月以内のものを添付してください。 

※試験時間については後日郵送等でお知らせします。 

 

※同一年度内に２回以上の受験はできません。 

 

３ 試験日、会場及び合格発表 

試験内容 日    時 場  所 
合否発

表 

個人面接 

６月２８日（土）または６月２９日（日） 

東浦町役場 
７月 

上旬 

【持ち物】 

① 本人確認書類 

② 職務経歴書（本町規定のものを使用し、

本町職員退職後の勤務経験について、

所属企業等ごとに作成すること） 

詳細は後日連絡 

 

 

 



 

 

４ 採用予定日  

２０２５年度中途採用、２０２６年４月１日 

 

５ 給与 

（１）初任給は、東浦町職員であった際の等級及び号給を基本に決定します。東浦町職員

を退職した後就労等経験がある方は、経験年数等に応じて初任給を調整します。 

（２）地域手当、通勤手当、扶養手当、住居手当等が条件に応じて支給され、６月、１２

月には期末・勤勉手当が支給されます。 

（３）給与制度の改正等により変更することがあります。 

 

６ 勤務時間 

  午前８時３０分～午後５時１５分 

  （勤務場所によって異なる場合があります。） 

 

７ 休日・休暇 

（１）休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（勤務場所によって異なる場合があります。） 

（２）年次休暇 

   １年度につき２０日（年度途中採用の方は採用日によって異なります。） 

（３）特別休暇 

   結婚、忌引、出産、夏季休暇等 

 

８ 勤務場所 

   東浦町役場、保健センター、勤労福祉会館、文化センター、各コミュニティセンター等 

 

９ 福利厚生 

社会保険（健康保険・年金）として、愛知県市町村職員共済組合に加入しています。その

他、職員互助会が給付事業、福利厚生事業、貸付事業を行っています。 

 

１０ 日本国籍を有しない方の採用後の配置等について 

（１）日本国籍を有しない職員は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画の携わる職以外の

職に配置されます。 

  ア 公権力の行使に該当する事務 

  （ｱ）法令（条例及び規則を含む。以下同じ。）に基づく許可、認可、免許、承認、認定、決

定又は登録に関する事務（学校法人の設立許可、農地転用の許可、建物の建築確認等） 

  （ｲ）法令に基づく命令、取消し、制限、停止、報告の徴収、立入検査又は取締りに関する

事務（有害広告物撤去命令、農薬販売業者への立入検査等） 

  （ｳ）審査請求に対する裁決に関する事務 

  （ｴ）町税の賦課、徴収又は滞納処分に関する事務 

  （ｵ）（ｱ）から（ｴ）までのほか、法令に基づき町民等の権利義務に直接具体的な効果を及ぼ

す行為に関する事務 

 イ 公の意思の形成への参画に携わる職 

   課長以上の職など町行政の企画、立案及び決定に参画する職 

（２）日本国籍を有しない方は、就職が制限される在留資格の場合には採用できません。 

 

 



１１ その他の注意事項 

（１）受験資格の有無、提出書類の記載事項に不正があったときは、合格を取り消す場合があり

ます。 

（２）資格要件で必要な資格免許が採用日までに取得できないときは、採用されません。 

（３）天候不良等により試験日程を変更する場合には、試験前日までに東浦町ホームページにて

発表します。 

（４）専門職として採用された場合であっても、事務職として配属される場合があります。 



 

【職員採用試験に関する連絡及び問い合わせ先】 

  〒４７０－２１９２  東浦町大字緒川字政所２０番地 

東浦町役場 政策企画部人事課人事マネジメント係（本庁舎２階） 

電話０５６２－８３－３１１１  

東浦町ホームページアドレス 

  http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/ 

 


